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　なぜ、屋外広告物にはルールが必要なのでしょうか？

　屋外広告物は、生活に必要な情報を提供し、街に賑わいをもたらし

ます。

　しかし、屋外広告物が無秩序、無制限にはん濫すると、街や自然の

景観を損ね、時には県民に思わぬ危害をおよぼすこともあります。こ

のため富山県では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への

危害の防止を図るため、富山県屋外広告物条例を定めています。

　この「しおり」は、屋外広告物のルールを説明したものです。

     （※富山市の区域は富山市屋外広告物条例のルールが適用されます。）

　富山県の自然景観や歴史的・文化的な景観、快適な住空間を守り、

秩序ある景観を形成・保全していくために、皆様のご協力をお願いし

ます。
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・ 1基に2以上の案内広告物を表示する場合は、
表示面積は1広告物につき6㎡以下、かつ、1
面につき30㎡以下、上端の高さは地上から
6m以下。

施設、場所の案内又は誘導のため
に必要最小限の表示とする必要が
あります。
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広告主は、広告の掲出を委託した広告事業者等に、適正な管理が行われる
ために必要な措置を講ずるよう指導しなければなりません。広告事業者等
は、広告物に対し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態
に保持しなければなりません。
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　富山県（富山市の区域除く）の区域で屋外広告業を営もうとする方は、事

前に知事の登録を受けることが必要です。県内（富山市を除く。）において、

屋外広告業者が営業活動を行おうとする場合、当該区域内に営業所を有して

いるかどうかにかかわらず、登録が必要です。

※富山市の区域で営業する際は、別途富山市長の登録が必要です。

　屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりませ

ん。この業務主任者とは、広告物の表示に係る法令・条例の規定の遵守

に関すること、広告物の表示に関する工事の適正な施工、安全の確保に

関すること等の業務を行わせるため、次に掲げる者等のうちから選任す

る必要があります。

〇 屋外広告士

〇 県及び他の自治体が行う屋外広告物講習会の修了者

〇 職業能力開発促進法の規定による次の何れかの者

・ 職業訓練修了者（広告美術科）

・ 職業訓練指導員（広告美術科）

・ 技能検定合格者（広告美術仕上げ）

（４）   業務主任者の選任

登録手続きの流れ
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●お問い合わせ先
富山県土木部建築住宅課
〒930-8501   富山市新総曲輪１－７
TEL   076-444-9661
FAX   076-444-4423


